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(57)【要約】
【課題】ユーザの生体信号を測定し、身体状態変化によ
る生活習慣問診情報を提供する生体信号測定器およびこ
れを用いた健康管理方法に関する。
【解決手段】ユーザ健康管理方法は、測定された現在の
身体状態と平均身体状態情報を比較し、ユーザの身体状
態に関する変化項目を検出し、問診情報の中で検出され
た変化項目と連関した生活習慣問診情報を出力し、生活
習慣問診情報に対する問診回答情報の入力を受け、測定
された現在の身体状態と入力された問診回答情報に基づ
いてユーザの健康状態を分析し、分析結果によってユー
ザの健康状態情報を報告することを特徴とする。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　健康管理システムにおけるユーザ健康管理方法において、
　問診情報を含む第１データベースと、ユーザの平均身体状態情報を含む第２データベー
スを維持する段階と、
　ユーザの現在の身体状態を測定する段階と、
　前記第２データベースを参照し、前記測定された現在の身体状態と前記平均身体状態情
報を比較し、前記ユーザの身体状態に関する変化項目を検出する段階と、
　前記第１データベースを参照し、前記問診情報の中で前記検出された変化項目と連関し
た生活習慣問診情報を出力する段階と、
　前記ユーザから前記出力された生活習慣問診情報に対する問診回答情報の入力を受ける
段階と、
　前記測定された現在の身体状態と前記入力された問診回答情報に基づいて前記ユーザの
健康状態を分析する段階と、
　前記分析結果によって前記ユーザの健康状態情報を報告する段階と、
を含むことを特徴とするユーザ健康管理方法。
【請求項２】
　前記健康状態情報は、前記ユーザの身体状態測定項目情報、前記ユーザの身体状態測定
期間情報、前記ユーザの現在の健康状態情報、前記ユーザの健康状態傾向情報、前記ユー
ザの身体状態測定値情報、前記ユーザの身体状態の測定回数情報、前記ユーザの身体状態
測定値分析情報、および生活習慣分析情報のいずれか１つ以上を含むことを特徴とする請
求項１に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項３】
　前記健康状態情報は、前記ユーザの健康状態による危険状況を知らせる警告メッセージ
を含むことを特徴とする請求項１に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項４】
　前記第１データベースは、健康管理フィードバック情報をさらに含み、
　前記第１データベースを参照し、前記健康状態情報に対応する健康管理フィードバック
情報を報告する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のユーザ健康管理方法
。
【請求項５】
　前記健康状態情報を報告する前記段階および前記健康管理フィードバック情報を報告す
る前記段階は、
　毎日、週間、月間、または分期別に前記健康状態情報または前記健康管理フィードバッ
ク情報を報告することを特徴とする請求項４に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項６】
　前記健康管理フィードバック情報は、前記ユーザの健康状態を管理するための食事法、
運動法、および行動法の情報のいずれか１つ以上を含むことを特徴とする請求項４に記載
のユーザ健康管理方法。
【請求項７】
　前記測定された現在の身体状態と前記入力された問診回答情報に基づいて前記ユーザの
健康状態を分析する段階は、
　前記測定された現在の身体状態と前記入力された問診回答情報に基づいて前記ユーザの
健康状態に対する異常有無を分析する段階と、
　前記分析された異常有無に従って健康管理目標を設定する段階と、
を含むことを特徴とする請求項１に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項８】
　前記第１データベースが、健康管理フィードバック情報をさらに含み、
　前記第１データベースを参照し、前記健康状態情報に対応する健康管理フィードバック
情報を報告する段階をさらに含み、
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　前記健康管理フィードバック情報を報告する段階は、
　前記第１データベースで前記設定された健康管理目標に対応する健康管理フィードバッ
ク情報を識別して報告することを特徴とする請求項７に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項９】
　前記測定された現在の身体状態と前記入力された問診回答情報に基づいて前記ユーザの
健康状態を分析する前記段階は、
　前記測定された現在の身体状態と前記入力された問診回答情報に基づいて前記ユーザの
健康状態に対する異常有無を判断する段階と、
　前記ユーザの健康状態に異常があると判断された場合、前記健康状態の異常原因を分析
する段階と、
を含むことを特徴とする請求項１に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項１０】
　前記健康状態情報は、前記分析された健康状態異常の原因を含むことを特徴とする請求
項９に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項１１】
　前記現在の身体状態は、前記測定時に前記ユーザの血圧、血糖、体脂肪、脈拍、呼吸、
体温、皮膚状態、および活動量のいずれか１つ以上を含むことを特徴とする請求項１に記
載のユーザ健康管理方法。
【請求項１２】
　前記健康状態情報はアバタで構成され、
　前記アバタは、前記分析されたユーザの健康状態に従ってその状態が変化することを特
徴とする請求項１に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項１３】
　前記健康状態情報は、前記測定された現在の身体状態に従って図表またはグラフで表現
されることを特徴とする請求項１に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項１４】
　前記問診情報は、身上情報、基本問診情報、評価問診情報、生活習慣問診情報、傾向問
診情報、および健康管理問診情報のいずれか１つ以上を含み、
　前記生活習慣問診情報は、前記検出された変化項目と関連して出力され、
　前記生活習慣問診情報以外の問診情報は、各問診情報の種類によって決定された問診周
期ごとに出力されることを特徴とする請求項１に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項１５】
　前記測定された現在の身体状態と前記入力された問診回答情報に基づいて前記ユーザの
健康状態を分析する前記段階は、
　ネットワークを介して所定の健康相談システムに接続し、前記測定された現在の身体状
態と前記入力された問診回答情報を伝送する段階と、
　前記健康相談システムから前記ユーザの健康状態に対する分析情報を受信する段階と、
　前記受信された分析情報を介して前記ユーザの健康状態を分析する段階と、
を含むことを特徴とする請求項１に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項１６】
　前記方法を実行するためのプログラムが記録されていることを特徴とする請求項１に記
載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１７】
　健康管理システムにおいて、
　問診情報を含んで維持する第１データベースと、
　ユーザの平均身体状態情報を含んで維持する第２データベースと、
　ユーザの現在の身体状態を測定する測定部と、
　前記第２データベースを参照し、前記測定された現在の身体状態と前記平均身体状態情
報を比較し、前記ユーザの身体状態に関する変化項目を検出する検出部と、
　前記第１データベースを参照し、前記問診情報の中で前記検出された変化項目と連関し
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た生活習慣問診情報を出力する出力部と、
　前記ユーザから前記出力された生活習慣問診情報に対する問診回答情報の入力を受ける
入力部と、
　前記測定された現在の身体状態と前記入力された問診回答情報に基づいて前記ユーザの
健康状態を分析する分析部と、
　前記分析結果に従って前記ユーザの健康状態情報を報告する報告部とを含むことを特徴
とする健康管理システム。
【請求項１８】
　前記第１データベースは、健康管理フィードバック情報をさらに含み、
　前記報告部は、前記第１データベースを参照し、前記健康状態情報に対応する健康管理
フィードバック情報を報告することを特徴とする請求項１７に記載の健康管理システム。
【請求項１９】
　前記報告部は、毎日、週間、月間、または分期別に前記健康状態情報および前記健康管
理フィードバック情報を報告することを特徴とする請求項１８に記載の健康管理システム
。
【請求項２０】
　前記健康管理フィードバック情報は、前記ユーザの健康状態を管理するための食事法、
運動法、および行動法の情報のいずれか１つ以上を含むことを特徴とする請求項１８に記
載の健康管理システム。
【請求項２１】
　前記分析部は、
　ネットワークを介して所定の健康相談システムに接続し、前記測定された現在の身体状
態と前記入力された問診回答情報を伝送する伝送部と、
　前記健康相談システムから前記ユーザの健康状態に対する分析情報を受信する受信部を
含み、
　前記受信された分析情報を介して前記ユーザの健康状態を分析することを特徴とする請
求項１７に記載の健康管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザの健康管理方法および健康管理システムに関し、より詳しくは、ユー
ザの身体状態の変化による生活習慣の問診情報による健康管理方法およびそのシステムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　社会が複雑化し、生活水準が高くなるにつれ、健康に対する関心度が向上している中、
食生活の変化、運動量の不足、ストレスの増加などによる成人病が増加している。従って
、人間の体重のみならず、心電図などの多様な生体信号を測定することができる生体信号
測定器が開発され、市販されている。
【０００３】
　その例を図１および図２に示した。図１は、特許文献１（大韓民国特許公報特１５９５
８８号）に示された生体信号測定器の正面図であり、図２は、その使用状態を示した斜視
図である。ここに示されたように、ハウジング（１１）に装着され、手で握って用いるグ
リップ部（１２、１３）と、ハウジング（１１）の表面に設置された健康管理情報を表示
する表示部（１６）と、その他の操作スイッチ（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ、１５ｄ）とを
備える。また、ハウジング（１１）内には、身体内部のインピーダンスや被験者の身体特
定化情報に基づき、健康に必要な情報を演算する演算手段などの電子部品からなる回路が
内蔵されている。
【０００４】
　左右方向に突出したグリップ部（１２、１３）は円筒状をなしており、その内側にはリ
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ング状の定電流印加電極（１７、１８）が配されており、その外側にはリング状の電圧検
出電極（１９、２０）が配されている。定電流印加電極（１７、１８）および電圧検出電
極（１９、２０）は、それぞれ分離部（１２ｂ、１３ｂ）によって分離設置されており、
それぞれの内側端部と外側端部には位置決定用鍔部（１２ａ、１２ｃ、１３ａ、１３ｃ）
が設置されている。
【０００５】
　このように構成された生体信号測定器は、図２に示されたように、被測定者が起立した
状態で足を肩幅程度に開き、腕を伸ばした状態で水平のグリップ部（１２、１３）を強く
握り、各電極（１７、１８、１９、２０）を介して生体信号を測定する。生体信号測定器
は、ユーザの姿勢、腕の折曲程度、測定位置によってその測定値が異なるため、ユーザは
姿勢を維持しながら電極の付着位置を維持することが重要である。また、このような生体
信号測定器は、両手を用いて一部の生体信号（例えば、体脂肪率、基礎代謝量など）を測
定する。
【０００６】
　このような生体信号測定器の問題点は、次のとおりである。
【０００７】
　まず、被測定者が起立した状態で電極を握り締めて使用するため、起立した姿勢で腕を
まっすぐに伸ばした状態のまま長時間維持することは困難である。また、電極を握り締め
た状態で使用するため、ユーザの手の力（いわゆる握力）によって測定値が異なる。従っ
て、正確な生体信号の測定が不可能であるという問題点がある。
【０００８】
　また、測定することができる生体信号が限定されており、正確な健康検診情報を提供す
ることができない。例えば、血圧は血圧カフ（ｃｕｆｆ）を用いて測定することができる
が、このような装置は備えられておらず、多様な生体信号を測定することができないとい
う問題点がある。
【０００９】
　また、手を電極に固定させる器具が備えられておらず、電極と掌が接触する場所が使用
するたびに変化するため、正確な生体信号を測定することができない。
【００１０】
　また、前記生体信号測定器を用いて健康管理をするための問診方法に対しても問題点が
ある。従来の健康管理装置の代表的な一例としては、ユーザの肥満度、理想体重および理
想体重に対する１日の推奨摂取カロリー、１日摂取した食べ物のカロリー、１日活動した
消耗カロリーの計算のみを通知する装置があるが、従来の健康管理装置は、ユーザが摂取
したカロリーから消費したカロリーを引いた結果を再び体重に置換してユーザに簡単に通
知するという程度であるため、ユーザが所望する体重に対してどうすればその体重を達成
することができるかに対する具体的な情報を提供することができないという問題点がある
。
【００１１】
　従来の健康管理システムは、ユーザに健康状態と関連した問診リストを提供し、前記ユ
ーザからの前記問診リストの回答によって類推されたユーザの健康状態に対応する情報の
みを単純にフィードバックしていた。
【００１２】
　このように、従来の健康管理システムは、ユーザの現在の身体状態情報に対するデータ
がない状況でユーザに単純な問診を介してユーザの健康状態を把握するため、ユーザの正
確な健康状態を把握することができないという問題点がある。
【００１３】
　また、従来の健康管理システムは、ユーザの健康管理のための問診リストに重複した問
診情報が多く含まれており、ユーザが重複した問診情報に対して反復して回答をしなけれ
ばならないという問題点もある。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】大韓民国特許第１５９５８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、上述したような従来技術の問題点を解決するために案出されたものであって
、両手を用い、手を開いた状態で掌と電極位置を固定させて正確な生体信号を測定するこ
とができる生体信号測定器およびこれを用いた健康管理方法を提供することを目的とする
。
【００１６】
　また、掌と安定した接触を維持することができる電極を提案し、これを用いて掌と電極
との間の安定した接触を維持する生体信号測定器およびこれを用いた健康管理方法を提供
することを他の目的とする。
【００１７】
　また、血圧カフを備え、血圧を始めとした多様な生体信号を迅速に測定することができ
る生体信号測定器およびこれを用いた健康管理方法を提供することを他の目的とする。
【００１８】
　また、手の位置を固定させることができ、測定位置によるエラーを減少することができ
る生体信号測定器およびこれを用いた健康管理方法を提供することを他の目的とする。
【００１９】
　また、ユーザの身体状態を把握し、それに対応する問診を介してユーザの身体信号測定
器およびこれを用いた健康管理方法を提供することを他の目的とする。
【００２０】
　また、ユーザの身体状態の変化を把握し、それに対応する問診回答によって、より正確
にユーザの健康状態を分析する生体信号測定器およびこれを用いた健康管理方法を提供す
ることを他の目的とする。
【００２１】
　また、分析されたユーザの健康状態によって、より具体的な対処方案を提示する生体信
号測定器およびこれを用いた健康管理方法を提供することを他の目的とする。
【００２２】
　また、ユーザの健康管理のための食事、運動、行動の方案を明確に区分し、ユーザの生
活習慣と連関したフィードバック情報を提示する方法およびそのシステムを提供すること
を他の目的とする。
【００２３】
　また、ユーザの健康状態を把握し、ユーザの健康状態情報およびそれによる対処方案を
設定された期間に従って区分して提示する方法およびそのシステムを提供することを他の
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本発明に係る健康管理方法は、健康管理システムにおけるユーザ健康管理方法において
、問診情報を含む第１データベースと、ユーザの平均身体状態情報を含む第２データベー
スを維持する段階と、ユーザの現在の身体状態を測定する段階と、第２データベースを参
照し、測定された現在の身体状態と平均身体状態情報を比較し、ユーザの身体状態に関す
る変化項目を検出する段階と、第１データベースを参照し、問診情報の中で検出された変
化項目と連関した生活習慣問診情報を出力する段階と、ユーザから出力された生活習慣問
診情報に対する問診回答情報の入力を受ける段階と、測定された現在の身体状態と入力さ
れた問診回答情報に基づいてユーザの健康状態を分析する段階と、分析結果によってユー
ザの健康状態情報を報告する段階とを含む。
【００２５】
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　また、本発明に係る健康管理システムは、問診情報を含んで維持する第１データベース
と、ユーザの平均身体状態情報を含んで維持する第２データベースと、ユーザの現在の身
体状態を測定する測定部と、第２データベースを参照し、測定された現在の身体状態と平
均身体状態情報を比較し、ユーザの身体状態に関する変化項目を検出する検出部と、第１
データベースを参照し、問診情報の中で検出された変化項目と連関した生活習慣問診情報
を出力する出力部と、ユーザから出力された生活習慣問診情報に対する問診回答情報の入
力を受ける入力部と、測定された現在の身体状態と入力された問診回答情報に基づいてユ
ーザの健康状態を分析する分析部と、分析結果に従ってユーザの健康状態情報を報告する
報告部とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　従って、本発明によると、両手を用い、手を開いた状態で掌と電極の接触位置を固定さ
せることによって正確な生体信号を測定することができるだけでなく、血圧カフを備え、
血圧を始めとする多様な生体信号を迅速に測定することができる効果がある。
【００２７】
　また、指ガイドを用いて手の位置を固定させることができ、測定位置によるエラーを減
少させることができる効果がある。
【００２８】
　また、拇指球と小指球に位置した電極を用いて掌と電極との間の安定した接触を維持す
ることができ、より正確な生体信号を測定することができる効果がある。
【００２９】
　また、健康管理システムでユーザの身体状態情報を把握し、不必要に重複する問診を最
小化することができる方法を提供することによって、ユーザが重複した問診情報に対する
回答を反復する必要がないという利点がある。
【００３０】
　また、健康管理システムで分析されたユーザの健康状態情報を図表やグラフで提供する
ことによって、より視覚的に自分の健康状態を把握することができる。
【００３１】
　また、健康管理システムで分析されたユーザの健康状態による対処方案を運動、食餌、
週間別に具体的に提示することによって、ユーザが自分の健康状態をより容易に管理する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、従来例の生体信号測定器の正面図である。
【図２】図２は、その使用状態を示した斜視図である。
【図３】図３は、本発明による生体信号測定器を示した斜視図である。
【図４】図４は、本発明による生体信号測定器の変形例を示した斜視図である。
【図５】図５は、本発明による生体信号測定器の使用の様子を示した斜視図である。
【図６】図６は、本発明の一実施例による健康管理システムの構成図を示した図である。
【図７】図７は、本発明の一実施例による健康管理方法の流れを示した流れ図である。
【図８】図８は、本発明による健康管理方法において、カロリートレッカの保有可否によ
る問診手順の一例を示した図である。
【図９】図９は、本発明による健康管理方法において、血圧／血糖による問診手順の一例
を示した図である。
【図１０】図１０は、本発明による健康管理方法において、体重／体脂肪による問診手順
の一例を示した図である。
【図１１】図１１は、本発明による健康管理方法において、今日の健康レポートの一例を
示した図である。
【図１２】図１２は、本発明による健康管理方法において、週間測定値の分析による週間
健康レポートの一例を示した図である。
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【図１３】図１３は、本発明による健康管理方法において、週間生活習慣の分析による週
間健康レポートの一例を示した図である。
【図１４】図１４は、本発明による健康管理方法において、月間測定値の分析による月間
健康レポートの一例を示す図である。
【図１５】図１５は、本発明による健康管理方法において、月間生活習慣の分析による月
間健康レポートの一例を示した図である。
【図１６】図１６は、本発明による健康管理方法において、３ヶ月傾向の分析レポートの
一例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の好ましい実施例を詳細に説明するが、本発明
が実施例によって制限されたり限定されるものではない。
【００３４】
　図３は、本発明による生体信号測定器を示した斜視図である。ここに示されたように、
生体信号測定器（２００）の本体は、大きく水平ケース（２１０）、水平ケース（２１０
）の中間に垂直に突出した垂直ケース（２２０）を含んで構成される。
【００３５】
　水平ケース（２１０）には、ユーザの両手を載せる掌支持部（２３０、２４０）がそれ
ぞれ突出形成されており、また、掌支持部（２３０、２４０）の幅は成人の掌の面積より
も小さく形成され、各電極（２３１、２３２、２４１、２４２）がユーザの掌と接触する
時、親指が掌支持部ではなく水平ケース（２１０）上に自然に置かれるようにする。
【００３６】
　掌支持部は、左手を載せる左手支持部（２３０）と右手を載せる右手支持部（２４０）
が成人の肩幅程度に離間して配されている。
【００３７】
　左手支持部（２３０）には、指の一部を挿入して血圧を測定することができる血圧カフ
（２３３）が設置され、血圧カフ（２３３）の下端には第１、２電極（２３１、２３２）
が形成されている。第１電極（２３１）は、折曲した左手支持部（２３０）の側面端部に
外側に沿って折曲形成され、被験者の拇指球と接触するように形成されるのが好ましい。
人間の掌の中で拇指球が最も突出した部位であるため、拇指球を用いて第１電極（２３１
）と安定した接触を維持するように構成する。第２電極（２３２）は、その外側面が掌の
曲面に対応した曲面を有するように構成される。第１、２電極（２３１、２３２）のサイ
ズは大きい程好ましいが、左手支持部（２３０）のサイズには制限があるため、大体、拇
指球および小指球が最大限接触するサイズで形成される。
【００３８】
　血圧カフ（２３３）は、その外観をなすカフハウジングと、カフハウジング内部に配さ
れた圧締パッドとを含む。カフハウジングの内部には圧締パッドが装着され、圧締パッド
はカフハウジングの内周に沿って配される。カフハウジングは略円筒状の内壁を有してい
るため、その内部に装着された圧締パッドも血圧計用カフの内部にて円筒状の通路を提供
する。
【００３９】
　血圧カフ（２３３）が作動すると、内部の圧締パッドが膨らんで挿入された指に密着し
、密着した状態からさらに空気圧を増加させて指周辺を加圧する。また、圧力が一定強度
以上に増加した後は、再び圧締パッド内部の圧力を減少させる。このように圧力を増加さ
せた後に再び減少させる過程によって、圧締パッドに装着された血圧感知部は、光電セン
サまたは音波センサを介して動脈の変化を感知し、生体信号測定器に内蔵された回路部品
は、感知されたデータに基づいてユーザの血圧を計算する。本実施例による血圧カフ（２
３３）は、光電センサをセンサとして用い、圧締パッドに装着された光電センサを介して
圧力が変化する間、それに対応して変化するパルス波を測定し、変化するパルス波の変化
からユーザの血圧を計算する。
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【００４０】
　血圧カフ（２３３）は、第１および２電極（２３１、２３２）と一定距離で離隔して上
側に突出形成され、指が開いた状態で接触するようにすることが正確な血圧測定のために
好ましい。第１電極（２３１）および第２電極（２３２）は導電性材質で構成され、生体
信号測定器（２００）内部に内蔵された回路部品に電圧および電流信号を伝達し、血圧カ
フ（２３３）で測定した血圧に伴って他の生体信号を演算する。
【００４１】
　左手支持部（２３０）と右手支持部（２４０）は、被験者の両手が外側に折れた状態で
上がらないよう、被験者から離れる方向に収斂するように傾いて（ｔｉｌｔ）配される。
すなわち、左手および右手支持部（２３０、２４０）が装置後方に行くほど（被験者から
離れる方向で）、垂直ケース（２２０）が位置した中央方向に向かうように配される。従
って、被験者が各掌支持部（２３０、２４０）に手を載せている時、手首の関節を曲げな
い状態で、または若干内側に曲げた状態で、楽な姿勢を維持させるようにすることによっ
て姿勢の変動による生体信号の不正確性を除去することができる。
【００４２】
　右手支持部（２４０）は、左手支持部（２３０）と同様、第３、４電極（２４１、２４
２）がその外側面に形成されている。第３電極（２４１）は、折曲した右手支持部（２４
０）の側面端部に外側に沿って折曲形成されて被験者の拇指球と接触するように形成され
るのが好ましい。人間の掌の中で拇指球が最も突出している部位であるため、拇指球を用
いて第３電極（２４１）と安定した接触を維持するように構成し、第４電極（２４２）は
、その外側面が掌の曲面に対応した曲面を有するように構成することも左手支持部（２３
０）と類似する。
【００４３】
　右手支持部（２４０）は、その幅が成人の掌の面積よりも小さく形成され、各電極（２
４１、２４２）がユーザの掌と接触する時、親指が右手支持部（２４０）でなく水平ケー
ス（２１０）上に自然に置かれるようにする。ここで、右手支持部（２４０）の変形例を
説明すると次のようになる。
【００４４】
　図４は、本発明による変形例を示した斜視図である。ここに示されたように、被験者の
押し動作によって生体信号の測定を開始するスタートボタン（２４３）をさらに含み、ス
タートボタン（２４３）は、右手支持部（２４０）の中の親指が位置する右手支持部（２
４０）側面に位置する。スタートボタン（２４３）はボタン形式でなされているが、これ
に限定されるものではなく、タッチボタン形式によって内蔵されたキャパシティのインピ
ーダンス変化によって作動するボタンも含まれる。
【００４５】
　また、右手支持部（２４０）には、指の間に接触して指の前進を遮断する指ガイド（２
４４）を含むのが好ましい。指ガイド（２４４）の形状は三角柱状で突出する形態で構成
されているが、これに限定されるものではなく、円柱やその他の立体形状であっても可能
である。
【００４６】
　左手支持部（２４０）の場合は、血圧カフ（２３３）によって大体手の位置が決められ
て電極（２３１、２３２）との接触がなされるが、血圧カフ（２３３）がない右手支持部
（２４０）の場合には、指ガイド（２４４）がより必要となる。しかし、血圧カフ（２３
３）が左手支持部（２３０）にのみ限定されるものではないように、指ガイド（２４４）
もやはり右手支持部（２４０）にのみ限定されるものではなく、左手および右手支持部（
２３０、２４０）両方に形成することも可能である。
【００４７】
　水平ケース（２１０）の前面部、すなわち左手支持部（２３０）と右手支持部（２４０
）の間には、被験者の操作によって情報を入力することができるジョグシャトル（２５０
）が設けられる。ジョグシャトル（２５０）は、後述する問診方法に従って被験者の情報
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を入力する手段として提供される。
【００４８】
　垂直ケース（２２０）は、その前方に被験者に画像情報を提供するディスプレイ（２２
１）が提供され、その下段にディスプレイ（２２１）で提供する情報に従って被験者の情
報を入力する入力ボタン（２２２）が設けられている。また、その下段には被験者に音声
情報を提供することができるスピーカ（２２３）が提供される。
【００４９】
　血圧カフ（２３３）、各電極（２３１、２３２、２４１、２４２）が感知部を形成して
生体信号を測定した後、これを水平ケース（２１０）に内蔵された演算部に送信して生体
信号を抽出する。ここで、生体信号は、体脂肪、ＥＣＧ（ｅｌｅｃｔｏｒｏｃａｒｄｉｏ
ｇｒａｍ）、血圧、心拍数、ＧＳＲ（Ｇａｌｖａｎｉｃ　Ｓｋｉｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）
などを含む。
【００５０】
　以下、本発明の生体信号測定器を用いた過程を説明すると次のとおりである。
【００５１】
　図５は、本発明による生体信号測定器の使用の様子を示した斜視図である。これに示さ
れたように、被験者が両手を開いた状態で左手支持部（２３０）には左手（３０１）を、
右手支持部（２４０）には右手（３０２）をそれぞれ掌を開いた状態で載せる。左手支持
部（２３０）と右手支持部（２４０）はほぼ肩幅程度に離間しているため、自然に掌を各
電極（２３１、２３２、２４１、２４２）に載せることができ、各支持部（２３０、２４
０）の幅はユーザの掌の面積よりも小さく形成されるため、親指は各支持部（２３０、２
４０）上ではなく、すぐ横にある水平ケース（２１０）上に位置するようになる。
【００５２】
　この時、被験者は腕を伸ばした状態を維持するのが好ましく、各手（３０１、３０２）
の拇指球は第１および３電極（２３１、２４１）、小指球は第２および４電極（２３２、
２４２）にそれぞれ接触する。親指は水平ケース（２１０）に置かれ、第１電極（２３１
）および第３電極（２４１）は折曲した各支持部（２３０、２４０）の正面および側面に
わたって形成されているため、被験者の拇指球と密着した接触状態を維持することができ
るようになる。
【００５３】
　左手（３０１）の指の中の１つは血圧カフ（２３３）に挿入されて血圧を測定すること
ができる状態になっており、右手（３０２）の人差し指および中指の間には指ガイド（２
４４）が挿入されて右手（３０２）が第３、４電極（２４１、２４２）と密着する位置に
配されるようにする。また、右手の親指は水平ケース（２１０）上に置かれながら、自然
にスタートボタン（２４３）の位置と隣接した場所に位置するようになる。
【００５４】
　ユーザがスタートボタン（２４３）を押すと、各電極（２３１、２３２、２４１、２４
２）から電圧および電流が測定され、これを水平ケース（２１０）に内蔵された回路部品
で構成された演算部に送信する。また、血圧カフ（２３３）で測定された値も演算部に送
出される。演算部では、体脂肪、ＥＣＧ（ｅｌｅｃｔｒｏｃａｒｄｉｏｇｒａｍ）、血圧
、心拍数、ＧＳＲ（Ｇａｌｖａｎｉｃ　Ｓｋｉｎ　Ｒｅｓｐｏｓｎｅ）などを演算、測定
してユーザにディスプレイ（２２１）やスピーカ（２２３）で情報を知らせる。
【００５５】
　このように構成され、両手を用い、手を開いた状態で掌と電極の接触位置を固定するこ
とによって、正確な生体信号を測定することができるだけでなく、血圧カフを備えて血圧
を始めとした多様な生体信号を迅速に測定することができるという効果がある。また、指
ガイドを用いて手の位置を固定させることができ、測定位置によるエラーを減らす効果が
ある。また、拇指球と小指球に位置した電極を用いて掌と電極の間の安定した接触を維持
することができ、より正確な生体信号を測定することができるという効果がある。
【００５６】
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　以下、本測定器を用いた問診方法を説明すると次のようになる。
【００５７】
　図６は、本発明の一実施例による健康管理システムの構成図を示す図である。
【００５８】
　図６に示すように、健康管理システム（１００）は、第１データベース（１１０）、第
２データベース（１２０）、測定部（１３０）、検出部（１４０）、出力部（１５０）、
入力部（１６０）、分析部（１７０）および報告部（１８０）を含む。
【００５９】
　第１データベース（１１０）は、問診情報を含んで維持する。この問診情報は、ユーザ
の健康状態を把握するために必要な問診リストを含む。問診リストは、身上情報問診情報
、基本問診情報、評価問診情報、生活習慣問診情報、傾向問診情報、または健康管理問診
情報を含む。
【００６０】
　身上情報問診情報は、ユーザの個人身上および身体情報を含み、ユーザが健康管理シス
テム（１００）にユーザ情報を登録する段階でユーザに提供される情報である。
【００６１】
　基本問診情報は、ユーザの健康状態を評価するために共通的に用いられる問診情報であ
って、本人の病歴、家族の病歴、飲酒有無、喫煙有無、個人活動評価などが含まれる。
【００６２】
　評価問診情報は、各種評価に用いられる問診情報である。
【００６３】
　傾向問診情報は、ユーザの健康状態測定値に対する傾向性に対する問診情報であって、
３ヶ月に一回ずつ遂行される。
【００６４】
　生活習慣問診情報は、個人の状態によるチェック項目に対する問診情報であって、測定
値、身上情報問診および基本問診情報を介した判断結果に従って該当する生活習慣を測定
時に提示する。生活習慣問診情報は、検出された変化項目と連関して出力される。個人の
状態によるチェック項目は、過体重、肥満、高度肥満、高血圧注意、高血圧患者、糖尿注
意、糖尿患者である場合は必ずチェックしなければならない生活習慣と関連した項目であ
る。
【００６５】
　健康管理問診情報は、ユーザが肥満と連関した高血圧、糖尿注意の対象者に対する管理
プログラムと関連した問診情報であって、ユーザが健康改善プログラムに参加する場合、
測定と共に必要な情報を入力するためのものである。健康管理問診は、健康管理システム
（１００）がネットワークを介して健康管理プログラムを提供する健康相談システムと連
動する場合に有用なものである。
【００６６】
　第１データベース（１１０）は、ユーザの健康状態情報による健康管理フィードバック
情報を含む。健康管理フィードバック情報は、問診リストに対する回答によるユーザの健
康状態および健康状態による健康管理方案を含む。健康管理フィードバック情報は、ユー
ザの健康状態を管理するための食事法、運動法および行動法のいずれか１つ以上を含む。
【００６７】
　第２データベース（１２０）は、ユーザの平均身体状態情報を含む。ユーザの平均身体
状態情報は、ユーザが正常状態であるか、あるいは非正常状態であるかを把握するための
基準情報であって、ユーザが健康な正常状態である時のユーザの身体状態測定値に対する
平均情報である。
【００６８】
　測定部（１３０）は、ユーザの現在の身体状態を測定する。測定部（１３０）は、ユー
ザの両手を用いてユーザから多様な生体信号を迅速に測定し、血圧、心電図、脈拍、呼吸
、ＧＳＲなどを含む。測定部（１３０）は、ユーザの体脂肪、ＥＣＧを１つのセンサを用
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いて測定する。測定部（１３０）は、体重、血糖、体温、皮膚状態を測定することもでき
る。
【００６９】
　検出部（１４０）は、第２データベース（１２０）を参照し、測定されたユーザの現在
の身体状態とユーザの平均身体状態情報を比較し、ユーザの身体状態に関する変化項目を
検出する。検出部（１４０）は、測定されたユーザの現在の身体状態情報が、例えば血圧
である場合、ユーザの平均身体状態情報の中で血圧情報を比較し、平均値より高いか、あ
るいは低い場合、ユーザの身体状態の中で変化項目が血圧項目であると検出する。
【００７０】
　出力部（１５０）は、第１データベース（１１０）を参照し、問診情報の中で検出され
た変化項目と関連する生活習慣問診情報を出力する。出力部（１５０）はディスプレイ手
段を備え、ディスプレイ手段を介して生活習慣問診情報を出力する。出力部（１５０）は
スピーカ手段を備え、このスピーカ手段を介して生活習慣問診情報を音声で出力するよう
に構成することもできる。
【００７１】
　入力部（１６０）は、前述の出力された生活習慣問診情報に対する問診回答情報の入力
をユーザから受け付ける。問診回答情報は、出力された生活習慣問診情報を確認したユー
ザによって、生活習慣問診情報に対応する自分の現在状態に従って入力された回答情報で
ある。
【００７２】
　分析部（１７０）は、測定された現在の身体状態と入力された問診回答情報に基づいて
ユーザの健康状態を分析する。
【００７３】
　分析部（１７０）は、ネットワークを介して所定の健康相談システムと連携する場合、
伝送部（１７１）および受信部（１７２）を含む。健康相談システムは、ユーザが健康管
理および相談を受ける専門機関で運営するサーバである。伝送部（１７１）は、ネットワ
ークを介して所定の健康相談システムに接続し、測定された現在の身体状態と入力された
問診回答情報を伝送する。受信部（１７２）は、健康相談システムからユーザの健康状態
に対する分析情報を受信する。分析部（１７０）は、受信した分析情報を介してより正確
にユーザの健康状態を分析する。
【００７４】
　報告部（１８０）は、ユーザの健康状態の分析結果に従って、ユーザの健康状態を報告
する。報告部（１８０）は、毎日、週間、月間、または分期別に、健康状態情報および健
康管理フィードバック情報をユーザに報告するように構成できる。健康管理フィードバッ
ク情報は、ユーザの現在の健康状態に対応する健康管理要領や健康管理対処方案に詳細な
情報を含む。
【００７５】
　図７は、本発明の一実施例による健康管理方法の流れ図を示す図である。
【００７６】
　図７に示すように、段階（２１０）で、健康管理システムは、問診情報を含む第１デー
タベースと、ユーザの平均身体状態情報を含む第２データベースとを維持する。第１デー
タベースは問診情報であって、ユーザに健康状態を確認するために必要な問診リストを記
録して格納する。問診リストは身上情報問診、基本問診、評価問診、生活習慣問診、傾向
問診、または健康管理問診情報を含む。第１データベースは健康管理フィードバック情報
をさらに含む。ユーザの平均身体状態情報は、ユーザが正常状態でユーザの身体状態を測
定した値に対する平均情報である。また、ユーザの平均身体状態情報は、ユーザの健康状
態の異常可否を判断するための基準情報である。
【００７７】
　段階（２２０）で、健康管理システムは、ユーザの現在の身体状態を測定する。現在の
身体状態は、血圧、血糖、体重、体温、脈拍、体脂肪、皮膚状態および活動量のいずれか
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１つ以上を含む。
【００７８】
　段階（２３０）で、健康管理システムは、第２データベースを参照し、測定された現在
の身体状態と平均身体状態情報を比較し、ユーザの身体状態に関する変化項目を検出する
。健康管理システムは、測定されたユーザの身体状態情報が、例えば血糖である場合、平
均身体状態情報の中でユーザの血糖情報に対する平均身体状態情報と測定された身体状態
情報を比較し、その差が許容値を超過する場合、ユーザの身体状態に関する変化項目が血
糖項目であることを検出する。
【００７９】
　段階（２４０）で、健康管理システムは、第１データベースを参照し、問診情報の中で
検出された変化項目と関連した生活習慣問診情報を出力する。検出された変化項目が、例
えば血糖情報である場合、血糖と連関した生活習慣問診情報を出力する。血糖と関連した
生活習慣問診情報は、例えば糖を含む食べ物の摂取可否を確認するための問診であったり
、または糖尿薬の服用可否を確認するための問診情報であったりする。生活習慣問診情報
は、検出された変化項目と関連して出力され、生活習慣問診情報以外の問診情報は、各問
診情報の種類によって決定された問診周期ごとに出力される。
【００８０】
　段階（２５０）で、健康管理システムは、ユーザから出力された生活習慣問診情報に対
する問診回答情報の入力を受ける。ユーザは、出力された生活習慣問診情報を確認した後
、生活習慣問診情報に対する回答を健康管理システムに入力する。
【００８１】
　段階（２６０）で、健康管理システムは、測定されたユーザの現在の身体状態と入力さ
れた問診回答情報に基づいてユーザの健康状態を分析する。
【００８２】
　健康管理システムは、測定されたユーザの現在の身体状態と入力された問診回答情報に
基づいて、ユーザの健康状態に対する異常有無を分析し、分析された異常有無に従ってユ
ーザに対する健康管理目標を設定する。
【００８３】
　健康管理システムは、測定されたユーザの現在の身体状態と入力されたユーザの問診回
答情報に基づいて、ユーザの健康状態に対する異常有無を判断する。健康管理システムは
、ユーザの健康状態に異常があるものと判断した場合、健康状態異常の原因を分析するこ
ともできる。
【００８４】
　健康管理システムは、ネットワークを介して所定の健康相談システムに接続し、測定さ
れた現在の健康状態と入力された問診回答情報を健康相談システムに伝送する。健康管理
システムは、健康相談システムからユーザの健康状態に対する分析情報を受信し、受信し
た分析情報を介してユーザの健康状態を分析する。
【００８５】
　段階（２７０）で、健康管理システムは、ユーザの健康状態に対する分析結果に従って
ユーザの健康状態情報を報告する。
【００８６】
　健康管理システムは、毎日、週間、月間、または分期別にユーザの現在の健康状態に対
応する健康状態情報を報告する。
【００８７】
　健康状態情報は、ユーザの身体状態測定項目情報、ユーザの身体状態測定期間情報、ユ
ーザの現在健康状態情報、ユーザの健康状態傾向情報、ユーザの身体状態測定値情報、ユ
ーザの身体状態の測定回数情報、ユーザの身体状態測定値分析情報、およびユーザの生活
習慣分析情報のいずれか１つ以上を含む。
【００８８】
　ユーザの身体状態測定項目情報は、健康管理システムを介して測定された身体状態項目
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であって、血圧、血糖、体重、体温、脈拍、体脂肪、皮膚状態の情報である。
【００８９】
　ユーザの身体状態測定期間情報は、健康管理システムを介して測定されたユーザの身体
状態測定期間に対する情報であって、毎日、週間、月間、半期などの期間情報である。
【００９０】
　ユーザの現在の健康状態情報は、ユーザが現在の疾病発生可否のような情報を含む。
【００９１】
　ユーザの身体状態測定値情報は、ユーザの現在の身体状態測定値情報、ユーザの以前の
身体状態測定値情報、またはユーザの身体状態測定値の平均情報を含む。
【００９２】
　ユーザの身体状態測定回数情報は、健康管理システムを介してユーザの身体状態を測定
した回数を示す。
【００９３】
　ユーザの身体状態測定値分析情報は、ユーザの現在の身体状態測定値を、ユーザの以前
の身体状態測定値情報、または平均身体状態情報と比較し、増加、減少、または同一可否
に対する分析結果を含む。
【００９４】
　ユーザの生活習慣分析情報は、ユーザの食習慣、活動量、または服薬量などのように、
ユーザの健康と関連した生活習慣を分析した情報を含む。
【００９５】
　また、健康状態情報は、ユーザの健康状態による危険状況を知らせる警告メッセージを
含む。
【００９６】
　また、健康状態情報は、分析された健康状態の異常原因を含む。
【００９７】
　健康状態情報は、測定された現在の身体状態に従って図表またはグラフで表現される。
【００９８】
　段階（２８０）で、健康管理システムは、第１データベースを参照し、健康状態情報に
対応する健康管理フィードバック情報を報告する。
【００９９】
　健康管理システムは、毎日、週間、月間、または分期別にユーザの現在の健康状態に従
って健康管理フィードバック情報を報告する。
【０１００】
　健康管理フィードバック情報は、ユーザの健康状態を管理するための食事法、運動法、
および行動法情報の中のいずれか１つ以上を含む。
【０１０１】
　健康管理システムは、第１データベースで設定された健康管理目標に対応する健康管理
フィードバック情報を識別してこれを報告する。
【０１０２】
　図８は、本発明による健康管理方法において、カロリートレッカ保有可否による問診手
順の一例を示す図である。
【０１０３】
　図８に示すように、段階（３１０）で、健康管理システムは、ユーザの現在の健康状態
を測定する。
【０１０４】
　段階（３２０）で、健康管理システムは、ユーザに対するカロリートレッカ保有可否を
判断する。カロリートレッカは、ユーザの動きや熱発散を介したユーザの消費カロリーを
追跡する装置である。
【０１０５】
　ユーザがカロリートレッカを保有していない場合、段階（３３０）で、健康管理システ
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ムは、基礎問診情報として、ユーザにどのような運動をしたかを確認するための第１問診
情報を出力する。段階（３３５）で、健康管理システムは、ユーザから選択された運動に
よる運動時間情報の入力を受ける。
【０１０６】
　ユーザがカロリートレッカを保有している場合、段階（３４０）で、健康管理システム
は、基礎問診として、カロリートレッカを介してユーザの消費カロリーを追跡することが
できない追加運動をしたかを確認するための第２問診情報を出力する。段階（３４５）で
、健康管理システムは、基礎問診情報として、ユーザから追加運動情報として選択された
運動に対する運動時間情報の入力を受ける。
【０１０７】
　健康管理システムは、第１問診情報または第２問診情報に従って、ユーザから入力され
た運動情報および運動時間情報を用いてユーザのカロリー消費量を分析する。
【０１０８】
　健康管理システムは、ユーザの現在の身体状態を測定し、ユーザのカロリー消費量を分
析した結果を用いて血圧／血糖による問診手順を遂行する。
【０１０９】
　図９は、本発明による健康管理方法において、血圧／血糖による問診手順の一例を示す
図である。
【０１１０】
　段階（４１０）で、健康管理システムは、段階（３１０）で測定されたユーザの現在の
身体状態情報中の血圧／血糖情報を、ユーザの平均身体状態情報中の血圧／血糖情報と比
較し、ユーザの血圧／血糖の異常可否を判断する。この時、健康管理システムは、ユーザ
の現在の血圧／血糖情報をユーザの平均血圧／血糖と比較し、その値が高いと判断した場
合、ユーザの血圧／血糖異常と判断する。
【０１１１】
　ユーザの現在の血圧／血糖情報が平常時（平均値）よりも高い場合、段階（４２０）で
、健康管理システムは、基礎問診情報として、ユーザにコンディションに対する異常有無
を確認するための第３問診情報を出力する。第３問診情報は、例えば“現在、コンディシ
ョンは良好ですか？”のような質問によって、ユーザに現在の健康状態を確認するように
要請する。第３問診情報は、ユーザに疾患および疲労度を確認する問診情報を含む。この
時、健康管理システムは、ユーザから第３問診情報に対する回答情報によってユーザのコ
ンディション良好可否の入力を受ける。
【０１１２】
　段階（４３０）で、健康管理システムは、第３問診情報に対する回答情報を用いてユー
ザのコンディション良好可否を判断する。
【０１１３】
　ユーザのコンディションが良好でない場合、段階（４４０）で、健康管理システムは、
ユーザのコンディションによって情報が正確でないというメッセージを出力する。
【０１１４】
　ユーザのコンディションが良好である場合、段階（４５０）で、健康管理システムは、
ユーザの血圧に対する異常可否を判断する。
【０１１５】
　ユーザの血圧に対して異常がある場合、段階（４６０）で、健康管理システムは、高血
圧追加問診情報として、ユーザに高血圧を誘発させる食べ物を摂取したかを確認するため
の第４問診情報を出力する。第４問診情報は、例えば“食べ物は薄味でしたか？”のよう
に、高血圧を誘発させない低塩度の食べ物を摂取したかをユーザに確認要請する問診情報
を含む。
【０１１６】
　ユーザの血圧に対して異常がない場合、段階（４７０）で、健康管理システムは、ユー
ザの血糖に対する異常可否を判断する。
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【０１１７】
　ユーザの血糖に対して異常がある場合、段階（４８０）で、健康管理システムは、糖尿
追加問診情報として、ユーザに高血糖を誘発させる食べ物を摂取したかを確認するための
第５問診情報を出力する。第５問診情報は、例えば“糖を多く含んだ菓子、ケーキ、チョ
コレートなどをたくさん食べましたか？”のように、高血糖を誘発させる食べ物の摂取可
否を確認する問診情報を含む。
【０１１８】
　健康管理システムは、ユーザの血糖に対して異常がない場合、体重および体脂肪に対す
る生活習慣問診をするための手順を進行する。
【０１１９】
　図１０は、本発明による健康管理方法において、体重／体脂肪による問診手順の一例を
示す図である。
【０１２０】
　図１０に示すように、段階（５１０）で、健康管理システムは、測定されたユーザの現
在の身体状態情報中、ユーザの体重および体脂肪がユーザの平均身体状態情報の体重およ
び体脂肪に比べて増加したかを判断する。
【０１２１】
　体重および体脂肪が増加した場合、段階（５２０）で、健康管理システムは、基礎問診
情報として、ユーザに体重および体脂肪の増加原因を把握するための第６問診情報を出力
する。第６問診情報は、例えば“昨日、過食しましたか？”のように、ユーザに体重およ
び体脂肪の増加原因を確認するように要請する問診情報を含む。
【０１２２】
　体重および体脂肪が増加していない場合、段階（５３０）で、健康管理システムは、基
礎問診情報として、ユーザに食事可否を確認するための第７問診情報を出力する。第７問
診情報は、例えば“今朝、朝食をとりましたか？”のように、ユーザに食事可否を入力す
るように要請する問診情報を含む。健康管理システムは、ユーザから第７問診情報に対す
る回答の入力を受ける。
【０１２３】
　段階（５４０）で、健康管理システムは、基礎問診情報として、ユーザに就寝時間を確
認するための第８問診情報を出力する。第８問診情報は、例えば“昨晩の睡眠時間は何時
間ですか？”のように、ユーザに就寝時間を確認するように要請する問診情報を含む。健
康管理システムは、第８問診情報に対する回答として、ユーザから就寝時間情報の入力を
受ける。
【０１２４】
　ユーザが肥満患者である場合、段階（５５０）で、健康管理システムは、肥満追加情報
である第９問診を出力する。第９問診情報は、例えば“繊維質の豊富な野菜類を多く摂取
しましたか？”のように、ユーザに肥満を解消することができる食べ物を摂取したかを確
認するように要請する問診情報を含む。健康管理システムは、第９問診情報に対する回答
として、ユーザから食べ物の摂取可否情報の入力を受ける。
【０１２５】
　ユーザが高血圧患者である場合、段階（５６０）で、健康管理システムは、高血圧追加
問診情報として、ユーザに高血圧と関連した第１０問診情報を出力する。第１０問診情報
は、例えば“血圧薬を服用しましたか？”のように、ユーザに血圧薬に対する服用可否を
確認するように要請する問診情報を含む。
【０１２６】
　段階（５６５）で、健康管理システムは、第１０問診情報に対する回答として、ユーザ
から血圧薬に対する未服用情報の入力を受けた場合、高血圧薬の未服用に対する警告文句
を出力する。高血圧薬の未服用に対する警告文句は、例えば“あなたは現在、高血圧を患
っているにもかかわらず薬物治療を受けていません。高血圧に対する薬物治療は、血圧調
節自体というよりは、様々な心血管疾患および合併症の予防のために必要なものです。高
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血圧は、合併症による腎臓疾患、心血管疾患、脳血管疾患および網膜疾患などを招来する
恐れがあります。直ちに最寄りの家庭医学科にて薬物治療および合併症調節について専門
医とご相談ください。”のように、具体的な高血圧の対処方案としてユーザに提示される
。従って、ユーザは、健康管理システムを介して出力された高血圧未服用の警告文句を確
認した後、高血圧に対する危険および対処方案をより容易に認知することができる。
【０１２７】
　ユーザが糖尿患者である場合、段階（５７０）で、健康管理システムは、糖尿追加問診
情報として、ユーザに糖尿と関連した第１１問診情報を出力する。第１１問診情報は、例
えば“糖尿薬を服用しましたか？”のように、ユーザに糖尿薬の服用可否を確認するよう
に要請する問診情報を含む。健康管理システムは、第１１問診情報に対する回答として、
ユーザから糖尿薬の服用可否の入力を受ける。
【０１２８】
　段階（５７５）で、健康管理システムは、ユーザから第１１問診情報に対する回答とし
て、糖尿薬の未服用情報の入力を受けた場合、糖尿薬の未服用に対する警告文句を出力す
る。糖尿薬の未服用に対する警告文句は、例えば“あなたは糖尿患者であるにもかかわら
ず、現在、薬物治療を受けていません。糖尿は、癌疾患、腎臓疾患、神経障害などのよう
な合併症をもたらすため、迅速な血糖調節および合併症に対する検査を要します。家庭医
学科の専門医とご相談の上、治療を受けることをお薦め致します。”のように、具体的な
糖尿病の対処方案としてユーザに提示される。
【０１２９】
　段階（５８０）で、健康管理システムは、測定されたユーザの身体状態情報およびユー
ザから入力された回答情報によってユーザの健康状態を把握し、ユーザの健康状態に対応
する今日の健康レポートを出力する。
【０１３０】
　図１１は、本発明による健康管理方法において、今日の健康レポートの一例を示す図で
ある。
【０１３１】
　図１１に示すように、今日の健康レポート（Ｒｅｐｏｒｔ）は、健康管理システムを介
して測定されたユーザの身体状態情報およびユーザの健康状態情報を含む。健康状態情報
は、測定された現在の身体状態に従って図表で具現される。
【０１３２】
　測定されたユーザの身体状態情報は、測定項目としてユーザの体重、体脂肪、血圧、血
糖などを含む。また、ユーザの身体状態情報は、ユーザの以前（昨日）の身体状態測定値
とユーザの現在（今日）の身体状態測定値を含む。
【０１３３】
　ユーザの健康状態情報は、測定項目に対するユーザの現在の健康状態が正常または非正
常状態を知らせるため、例えば、正常群または高血圧群などで表現される。ユーザの健康
状態情報は、ユーザの以前の身体状態測定値の平均値とユーザの現在の身体状態測定値を
比較した測定値分析情報を含む。測定値分析情報は、例えば、ユーザの身体状態情報とし
て測定項目が体重である場合、“先月の平均と比べて２ｋｇ増加しました。”のように、
現在測定された体重が以前測定された平均値と比較して増加または減少したかを表示する
。ユーザの健康状態情報は活動量分析情報を含む。活動量分析情報は、ユーザの消費カロ
リー量を測定したり、問診回答として入力を受けてユーザの消費カロリー量とユーザの推
奨消費量と比べた結果およびこの結果に対する対処方案としてユーザに提示される。ユー
ザの健康状態情報は、ユーザの健康状態を示すアバタ（６１０）で具現される。アバタ（
６１０）は、分析されたユーザの健康状態によってその状態が変化する。ユーザの健康状
態分析情報は、ユーザの健康状態によって病院訪問に対する必要可否および必要な診断情
報として提供される。
【０１３４】
　図１２は、本発明による健康管理方法において、週間測定値分析による週間健康レポー
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トの一例を示す図である。
【０１３５】
　図１２に示すように、週間測定値分析による週間健康レポートは、ユーザの身体状態に
対する測定項目、測定項目に対するユーザの現在の健康状態、測定項目に対する傾向、測
定項目に対する先週の平均、測定項目に対する今週の平均、測定項目に対する測定回数が
図表またはグラフによって表示される。また、週間健康レポートは、週間測定値に対する
分析によってユーザの健康状態に対する趨勢を簡略に報告することができる。
【０１３６】
　図１３は、本発明による健康管理方法において、週間生活習慣分析による週間健康レポ
ートの一例を示す図である。
【０１３７】
　図１３に示すように、週間生活習慣分析による週間健康レポートは、ユーザの週間生活
習慣を分析した結果であって、食餌、活動量、測定、または薬服用に対するユーザの遂行
程度を図表で簡略に示すことができる。ユーザの遂行程度は、例えば、３段階に分けて、
ユーザの遂行程度が良い場合は“○”、ユーザの遂行程度が中間である場合は“△”、ユ
ーザの遂行程度が悪い場合は“×”で表示される。また、食餌、活動量、薬服用に対する
生活習慣を分析した結果は、より具体的に言及することもできる。
【０１３８】
　図１４は、本発明による健康管理方法において、月間測定値分析による月間健康レポー
トの一例を示す図である。
【０１３９】
　図１４に示すように、月間測定値分析による月間健康レポートは、ユーザの身体状態に
対する測定項目、測定項目に対するユーザの現在の健康状態、測定項目に対する傾向、測
定項目に対する先月の平均、測定項目に対する今月の平均、測定項目に対する１ヶ月後の
予測情報を図表またはグラフで表示する。また、月間健康レポートは、月間測定値に対す
る分析によってユーザの健康状態に対する趨勢を簡略に報告することができる。
【０１４０】
　図１５は、本発明による健康管理方法において、月間生活習慣分析による月間健康レポ
ートの一例を示す図である。
【０１４１】
　図１５に示すように、月間生活習慣分析による月間健康レポートは、ユーザの月間生活
習慣を分析し、食餌、活動量、規則的な活動、測定、または薬服用に対するユーザの遂行
程度を図表で示すことができる。ユーザの遂行程度は１０日単位で判断し、その結果を３
段階に分け、ユーザの遂行程度が良い場合は“○”、ユーザの遂行程度が中間である場合
は“△”、ユーザの遂行程度が悪い場合は“×”で表示される。同時に、ユーザの遂行程
度は、１０日単位で判断した結果を、良い、普通、悪いで総合した全体評価を含む。また
、食餌、活動量、薬服用に対する月間生活習慣を分析した結果に基づき、ユーザに月間生
活習慣に対する分析によるより具体的な対処方案を言及することもできる。
【０１４２】
　図１６は、本発明による健康管理方法において、３ヶ月の傾向分析レポートの一例を示
す図である。
【０１４３】
　図１６に示すように、３ヶ月の傾向分析レポートは、肥満、高血圧、糖尿と関連した測
定項目の中で、特に肥満と関連した体重および体脂肪に対する３ヶ月間の傾向を分析した
結果を図表で示す。３ヵ月の傾向分析レポートは、肥満、高血圧、糖尿と関連した測定項
目の測定値に対する３ヶ月間の変化をグラフで表現する。
【０１４４】
　本発明による健康管理方法は、多様なコンピュータ手段を介して遂行されるプログラム
命令形態で具現され、コンピュータ読み取り可能媒体に記録される。コンピュータ読み取
り可能媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などを単独または組み合わ
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せて含む。媒体に記録されるプログラム命令は、本発明のために特別に設計されて構成さ
れたものであったり、コンピュータソフトウェアの当業者に公知されて使用可能なもので
あったりする。コンピュータ読み取り可能記録媒体の例としては、ハードディスク、フロ
ッピー（登録商標）ディスクおよび磁気テープのような磁気媒体（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｍ
ｅｄｉａ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのような光記録媒体（ｏｐｔｉｃａｌ　ｍｅｄｉａ）
、フロプティカルディスク（ｆｌｏｐｔｉｃａｌ　ｄｉｓｋ）のような磁気－光媒体（ｍ
ａｇｎｅｔｏ－ｏｐｔｉｃａｌ　ｍｅｄｉａ）、およびロム（ＲＯＭ）、ラム（ＲＡＭ）
、フラッシュメモリなどのようなプログラム命令を格納して遂行するように特別に構成さ
れたハードウェア装置が含まれる。媒体は、プログラム命令、データ構造などを指定する
信号を伝送する搬送波を含む光または金属線、導波管などの伝送媒体であることもある。
プログラム命令の例としては、コンパイラによって生成されるもののような機械語コード
だけではなく、インタプリタなどを用いてコンピュータによって実行される高級言語コー
ドを含む。前述したハードウェア装置は、本発明の動作を遂行するため、１つ以上のソフ
トウェアモジュールとして作動するように構成され、その逆も同様である。
【０１４５】
　以上のように、本発明は限定された実施例と図面によって説明したが、本発明は前述の
実施例に限定されるものでなく、本発明が属する分野において通常の知識を有する者にと
っては、前述の記載から多様な修正および変形が可能であるだろう。
【０１４６】
　よって、本発明の範囲は、説明した実施例に限定して定められるものではなく、添付の
特許請求の範囲のみならず、この特許請求の範囲と均等なものによって定められなければ
ならない。

【図１】 【図２】
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摘要(译)

要解决的问题：提供用于测量用户的生物信号的生物信号测量仪器，并基于身体状况变化提供生活习惯访谈信息，以及使用该信息
的健康管理方法。 ŽSOLUTION：用户的健康管理方法包括：将测量的当前身体状况与平均身体状况信息进行比较，以检测与用户
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的身体状况相关的变化项目;输出与访谈信息中检测到的变更项目相关的
生活方式访谈信息;接收对生活习惯访谈信息的访谈答复信息的输入;基于
测量的当前身体状况和输入的面试答案信息分析用户的健康状况;并根据
分析结果报告用户的健康状况信息。 Ž


